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(公印及び契印の押印は省略) 

 

犬等の輸出入検疫規則に基づき定められた農林水

産大臣の指定する検査施設の名称等の変更につい

て 
 

このことについて、平成 21 年 6 月 29 日付け 21 消安第 2863 号をもっ

て、農林水産省消費・安全局長から別添写しのとおり通知があったので

お知らせします。 

犬等の輸入検疫については、マイクロチップ等による確実な個体識別

措置が講じられている場合は、農林水産大臣の定める基準に適合するも

の又はこれと同等以上の検査能力を有するものとして農林水産大臣の指

定する検査施設（以下、「指定施設」という。）において、農林水産大臣

の定める方法により測定した抗体価が血清一ミリリットル当たり 0.5 国

際単位以上である旨及び当該血液が採取された日を記載した輸出国政府

機関の発行する証明書又は家畜防疫官の発行する証明書若しくはその写

しが添付されている場合には係留期間を短縮できることとされておりま

す。 

このたびの通知は、指定施設の名称等の変更に係るものであり、犬等



の輸出入検疫規則（平成 11 年農林水産省令第 68 号）第 4 条第 1 項の表

輸入の項犬等の区分の欄の三のロの規定に基づき、平成 21 年 6 月 29 日

農林水産省告示第 856 号が公布され 3 施設の名称が変更されたこと及び

1 施設が削除されたことについて通知するとともに、今後とも本会に特

段の協力を求めたいとするものです。関係会員等への周知方お願いしま

す。 

 

 

（注）本件についての照会先（担当者）：松岡 事務局主任 
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